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小田原市自殺対策計画の策定について 

 

１ 小田原市自殺対策計画（素案）の概要 

(1) 目的 

   「小田原市自殺対策計画」（以下、「本計画」という。）は、本市の自殺の特徴を

踏まえ、今後の自殺対策における方向性や取組を定めることを目的とする。 

 

(2) 位置付け 

   本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項の規定による市町村自殺対策計画とし

て定めるとともに、上位計画である第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラ

ン」や住民の健康の増進を推進するための「小田原市健康増進計画」などとの整合

性を取るよう位置付ける。 

 

(3) 期間 

   本計画の期間は、平成３１年度（2019 年）から平成３４年度（2022 年）までの

４年間とする。 

 

(4) 本市の自殺の特徴（平成２４年度から平成２８年度までのデータから） 

  ア 自殺死亡率は、これまで概ね減少傾向にあるが、国、神奈川県を上回る。 

  イ 性別・年齢別自殺死亡率は、神奈川県全体と比べ、男性は 20代、40代及び 60

代以上、女性は 60代及び 80歳以上の高齢者が顕著に高い。 

  ウ 性別、年齢別、職業・同居人の有無で自殺者数を見ると、「男性 60歳以上、無

職同居」が多い。 

 

(5) 基本理念等 

   計画の基本理念を「誰も自殺に追い込まれることのない小田原
ま ち

の実現を目指す。」

とし、次の３つの基本認識等に基づき、施策を展開する。 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。 

 年間自殺者数は減少傾向にあるが、自殺対策は継続して取組むべき課題である。 

 各関係機関が連携して、地域レベルの実践的な取組を推進する必要がある。 
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(6) 施策の体系イメージ 

 

【基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 目標 

「自殺を考えている人を、一人でも多く救う」ことを目指すこととし、当面の数

値目標として国や神奈川県の目標数値を踏まえ、自殺死亡率（人口動態統計）を平

成２８年の１７．６を基準に、４年間で１２％以上減少させ、平成３３年（2021年）

に１５．４以下とする（自殺死亡率は、人口１０万人対）。 

 

(8) 推進体制及び進行管理 

   小田原市自殺予防対策庁内連絡会議において情報共有、連携強化を図り、自殺対

策を総合的に推進するとともに、庁内担当課や関係機関等との協力のもと、本計画

の進捗状況や目標の達成状況について協議を行い、その結果を施策推進に反映する。 

 

２ 今後の予定 

(1) 平成３０年１２月１４日から 

平成３１年 １月１５日まで  パブリックコメントの実施 

(2) 平成３１年 ２月１３日    第３回小田原市自殺対策計画策定検討委員会 

(3) 平成３１年 ３月       計画策定 

 

「基本方針」 

・自殺に至る経路を断つために、一人ひとりの問題に寄り添った支援を行う。 

・自殺に対する理解を促し、地域の様々な人や機関と「つながる」ことで、見守り、

支える力を強化し、「孤立」を防ぐ環境を整える。 

・「生きる力を育む」ことで、生きづらさを克服できる力を身に付け、自殺を予防する。 

「基本施策」 

１ 地域におけるネットワークの強化 

２ 自殺対策を支える人材の育成 

３ 住民への啓発と周知 

４ 生きることの促進要因への支援 

５ 児童生徒の SOSの出し方に関する教育 
自殺対策に関連し得る既存事業 

（生きる支援に対する施策） 

「重点施策」 

１ 子ども・若者対策 

２ 高齢者対策 

誰も自殺に追い込まれることのない小田原
ま ち

の実現 


